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第 102 回接続委員会 議事概要 

 

日 時  平成１９年１２月１８日（火）10：00～12：00 

場 所  1001 会議室 

参加者  接続委員会   東海主査、酒井主査代理、相田委員、 

佐藤委員、直江委員、森川委員 

       総 務 省   武内電気通信事業部長、谷脇事業政策課長、 

古市料金サービス課長、二宮料金サービス課

企画官、飯村料金サービス課課長補佐、 

事務局 

 

【議事要旨】 

 

次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について（論点整理２回目） 

○ 総務省から資料説明が行われた後、論点整理のための討議が行われた。 
 

 

【主な発言等】 

１ 帯域制御機能のアンバンドル 

相田委員：帯域制御機能のみ独立してアンバンドルされるというのは考え方

としておかしい。伝送機能とセットで帯域制御機能のパッケージがあると

考える方が自然。光電話、ＩＰ電話については必ず保証されているので、あ

る意味で既に帯域制御がある。 

酒井主査代理：品質保証されるものと品質されないパケットは、本来、その料

金は当然別料金になるし、また、コストの分け方が難しい。ＩＰ電話の接続

料と他のベストエフォートの接続料は当然パケットによって変わる。 

直江委員：通常、保証しているベストエフォートは安く設定される。回線が空

いているならば帯域制御は必要ないことから、混雑時の問題として考え、混

雑料金の発想で料金をつけるのがのいのではないか。 

酒井主査代理：保証の有無にかかわらず常にそのコストは発生するため、その

コストは明示させた方がいい。 

 

２ 認証機能のアンバンドル 

佐藤委員：上位レイヤー系の機能で、同等のサービスを提供して競争するのに

アンバンドルしないと同じことができない機能があるのかどうか、この点が

わからない。 
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酒井主査代理：認証機能をアンバンドルするというのはあり得る。帯域制御機

能は、どちらかといえば通信に入ったら下位レイヤーに属することになる。 

総務省：上位レイヤー系の機能という言葉には明確な定義がない。新たに提供

される機能の中には当然上位レイヤー系の機能が入ってくると思われるが、

全てが上位レイヤー機能とは言えない。制御系の機能でもセッション制御の

機能や伝送機能のための認証機能や課金機能が制御系の機能であっても伝送

機能と一体となっている。つまり、基本的な制御機能というのが一つあり、

その中に帯域制御というのが含まれている。他方、ＳＤＰ的な上位レイヤー

とつないでいくような共通プラットホームのようなものもありうるかもしれ

ないし、位置情報や端末プロファイル等、多様なサービスと絡んでいく機能

もある。しかがって、両者を区別して議論すべき。 

相田先生：帯域制御機能等をはじめとした上位レイヤー系の機能と書いてある

が、単なる帯域制御機能といわゆるプラットホーム機能を分けて書いたほう

が誤解を招かないのではないか。 

 

３ イーササービス 

酒井主査代理：イーサについても、具体的にどういうアンバンドルが必要なの

かわからない部分がある。ある事業者がＮＴＴのイーサ網を使って、イーサ

サービスを提供する時に、どのように借りることになるのかが分からない。 

佐藤委員：サービスを提供するために、どのようなアンバンドルが必要である

か、市場のイメージ等を見る必要があるのではないか。 

森川委員：純粋にユーザが自分の拠点をつないでほしいということでなく、自

分のセンターとユーザとの間を帯域制御されたイーサでつなぐ形態、いわゆ

るレイヤー２でもつながるようにするという利用形態も考え得る。  

総務省：例えば、自社のイーサネットワークでは提供できないような地域にＮ

ＴＴのイーサがある場合に、制御スイッチに足回りを借りてぶら下げ、顧客

の事業所にサービス提供するようなイメージ。 

 

４ アンバンドル 

直江委員：アンバンドルの基本的な考え方として、実際に出てきてから考える

わけにはいかないか。地域ＩＰ網はアンバンドルしたものの、実際にこれを

利用する事業者はいない。 

総務省：事業者の要望があれば、これに基づいてアンバンドルを検討する。今

度はその高速版であるイーサネットサービスについても接続料を設定して使

わせてほしいという要望があり、加えてこれまでイーサについては県間に出

られなかったことが、ＮＴＴ法上の業務範囲を越えて今回でていきたいとい
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う部分を踏まえて、接続料設定という形で公正競争を担保することが事業者

から求められているので、それに合わせてアンバンドルした上での接続料設

定が論点。 

佐藤委員：技術的にまだなくてこれから機能としてでてきたらという場合と、

需要がでてきたらという場合のアンバンドルをするタイミングは二つあり、

両方必要。 

総務省：アンバンドルの要望に対して検討するかどうか等についても現在はビ

ルトインされていないが、今回競争セーフガード制度の中に入れ込めば、毎

年一回はアンバンドルの必要性について判断する契機ができる。 

酒井主査代理：具体的な接続形態に応じて、アンバンドルできるかできないか

について個別に議論するといい。帯域制御については、具体的な話がない。

具体的に何が欲しいと言われなければ議論もできない。 

相田委員：標準的な接続箇所をＮＴＴ東西は現在の案から増やさないというわ

けではないと思うが、やはりこれからＣＡＴＶがこの上に乗っていくという

ことを考えると少なくとも一県に一つはほしい。できればＧＣ接続と同じよ

うに収容局ごとに事業者からの要望に応じて接続できるように。 

 

５ 接続料 

佐藤委員：軸が二つある。一つ目は、ＮＧＮを使った接続料について、まだコ

ストもわからないので、料金と会計データ等がそろった段階でもう一回考え

ることとし、暫定解によらないと現実的には対応できない。二つ目は、フレ

ッツ系であるが、今あるサービスとコストがあって、同等か少しよいサービ

スが次のネットワークに移行する場合、接続料はどうしたらいいか。マイグ

レーションの時期の議論なのか。以上の二軸で今までの接続料とは違う特別

なことを議論しないと対応できない。 

相田委員：個々のルータはＮＧＮになれば現在よりも高くなるはずだが、地域

ＩＰ網＋光電話網＋イーサ網と別々に作られているのとこれが一つになった

場合にどうなるかは算定してみないとわからない。 

佐藤委員：ビルアンドキープを考えても、コストは把握しておかなければなら

なくて、会計原則もＮＧＮ用の新しいものが必要でないか。やはりＮＧＮの

アクセスとコアネットワークがあって、コアネットワークも、インフラ系の

ところと、プラットホームなり機能のところとで分かれているので新しい考

え方で新しい会計を作る必要がある。 

東海主査：この一年間で電気通信事業会計と接続会計についての考え方を整理

し、基本的に現在の仕組みの検証可能性を確保した。ＮＧＮに対しても色々

な議論を待ちながら会計制度として取り込んでいこうという流れ。コストド
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ライバーの問題として既存の部分とＮＧＮが並存する時代がかなりまだ続く。

そこでＮＧＮと既存のものにまたがったものに対してどういうコストドライ

バーを使ってどう配布するかについて議論を整理していかなければいけない。

もう一つは会計分離の話の中で現在の会計分離で実施される接続会計という

のはあくまでも固定系のボトルネック設備についての会計分離をしていると

いうこと。そのこととＮＧＮの会計分離の思想をどういう風に踏み込んでい

くか。今やっている接続会計の中に放り込むという形はあまり賛成できない。 

 

６ マイグレーション 

相田委員：エンドユーザが従来の地域ＩＰ網からＮＧＮへ移っていくのは、Ｉ

ＳＰの方で融通できないか。接続事業者にとってそういう従来ネットワーク

との接続点とＮＧＮとの接続点を、需要をみながらメンテナンスをしていく

というのはそれなりに負担になる。マイグレーションの過程でＩＳＰ側が収

容局における芯線の入れ替えをこまめにやらないとＮＧＮにつながっている

のに逆に遅くなり不満が出る自体が起きかねない。 

佐藤委員：ユーザがマイグレーションする際に、ＮＴＴの営業を受けて、移る

かどうかの判断をし、宅内作業をするという理解でよいか。どっちにいくか

はＩＳＰ関係なしにお客が選ぶという理解でいいのか。 

総務省：収容ルータにつながっているユーザがＮＧＮに移行する場合の収容ル

ータにつながっている回線をＮＧＮの方に付け替える作業が発生する。 

佐藤委員：同じサービスで２割安ければみんなマイグレーションする。どうい

う営業戦略をとるのか。二つ持つより一つにまとめたほうが全体のコストが

下がるのか、ＮＧＮの地域網というのはそんなに一度に加入できるのか、時

間とともに収容が増えていくのか等も含めて営業戦略を持っているだろう。 

酒井主査代理：料金は上がることはないはずだが間違いないか。 

総務省：基本的にＮＴＴは同じようなサービスであれば同じような料金でやる

と言っている。 

酒井主査代理：ＮＧＮに入ると上のＩＳＰがつながっておらず、ＩＳＰを変え

なければならないという可能性もあるのか。 

総務省：その可能性ある。今ＮＴＴ東西が想定しているサービスとしてはベス

トエフォートサービスや光電話。光電話やＴＶ電話の通話料は従来と同等程

度の料金水準。ただ、付加機能の部分についてはできるだけ利用しやすいと

いうことでＮＴＴ東西等で検討がなされている。 

佐藤委員：単価が上がって、回収が苦しくなることがあるのか。 

総務省：地域ＩＰ網はＡＤＳＬユーザが使っている網でもあり、そういう意味

ではＡＤＳＬユーザが残る以上は地域ＩＰ網も残る。 
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直江委員：エンドユーザとＩＳＰのようなサービスプロバイダの二つのパター

ンを考えている。一つはいろんなインタフェースの場所、種類がある。もう

一つはその時に同時期に多くのサービスを行っているプロバイダを想定して

いる。ＩＳＰはＮＧＮだけつなげば従来のＩＰネットワークに接続している

人たちを収容できるのか否か。ユーザにも収容先を変更してもらうのか。 

総務省：それぞれに網終端装置をおくという前提。ＮＧＮにＩＳＰ接続をした

ＩＳＰ事業者のサービスを利用できるのはＮＧＮの収容ルータの足回りから

つないだ人だけだし、地域ＩＰ網のＩＳＰ事業者のＩＳＰサイトというのは

地域ＩＰ網のネットにつながっているユーザー宅である。それぞれ１対１対

応しかしていない。 

相田委員：ＡＤＳＬユーザを失いたくなければ、地域ＩＰ網に接続を移さなけ

ればならないし、新しいお客さんを獲得しようと思ったら、自由につながな

ければならない。ＩＳＰとしてはほぼ選択肢がない。 

東海主査：長期的に見れば、接続料もエンドユーザへの料金政策もみな現状よ

り安くならなければ意味がない。あるいは現状と同等程度であって品質が高

くなるというものを保証するものでなければ意味がないというところは了解

済みだと思う。事業法に基づく範囲の中でコストベースの考え方を整理しな

ければいけない。 

佐藤委員：はじめのトラフィックは小さいため、トラフィックのコストベース

で接続料を計算すると初めは高くなるためマイグレーションを阻害する。は

じめの段階で非常に短い期間でトラフィックが立ち上がらない時には、少し

広めにコスト概念を考えるなり、事業法の枠内でなんらかの配布を考えてい

る。ＮＴＴはどれくらいこれから５年間の需要予測をしているのか、どうい

う料金戦略をユーザも含めてとるのか。やはりＮＴＴにもある程度中長期の

計画等の情報を示してもらわないと判断がつかない部分もある。 

 

７ ＯＬＴ 

酒井主査代理：ファイバを今まで一本単位で借りると、２本つけても３本つけ

ても変わらなかった。今回は、１本目が他の８分の１よりは高く、ファイバ

の値段の８分の１以上、４分の１か３分の１程度払って、２本目がもう少し

安くなって、１つのファイバに１社しか使わないとすると、自分の会社で何

本使っているかによってファイバ加入接続料が変わってくるか。 

総務省：そのとおり。 

酒井主査代理：回線の金額の決め方がコストベースと違うので決め方が難しい。 

東海主査：ただ接続事業者からは、１分岐単位で払えばいいという形にすると、

ここに書いているようにやはりモラルハザードになる。 
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総務省：ＮＴＴからの説明の中で、当分の間は８分岐でこの件に対してはサー

ビス提供していくということだった。今回の議論も 2010 年くらいを見据えた

中では４分岐８分岐ということが大きく変わるという前提にはたっていない。 

佐藤委員：光ファイバに投資したときにユーザがつかず、実際に光だけに寄せ

ると高くなるために先行投資や将来投資の部分を実ユーザ数で案分してきた。 

利用と未利用のコストを分けて案分の方式を変えるというのは昔やってきた

やり方に近い。 

相田先生：アクセスに関してはどこへいってもボトルネック。都会だとコアネ

ットワークの部分に関しては大手の競争事業者だと各局がルータをもって作

ればできる。ルーラルな地域だとそれは厳しい。しかし、ＩＳＰもＣＡＴＶ

事業者もルータさえあればなんでもできるというのが面白く、ＮＴＴが作っ

たコアネットワークの上で色んなサービス展開をされるというのがやりやす

い。 

 

８ 網機能提供計画 

佐藤委員：網機能でいうと、同等性という意味ではある程度早めに情報をもら

わないと同等のサービス展開が準備できない。ただ、コアネットワークも上

位レイヤーとはいいながらも、プラットホームに使うようなものに近い機能

からインフラや通信サービスに近いような機能もあるので、うまい仕切りを

作る必要がある。どういう部分の競争のためにはどういう程度、どういった

部分のネットワークの情報開示が必要かについて議論が必要。一律にかける

かどうかではない。 

 

９ 帯域保証 

森川委員：ＮＧＮのネットワークとインターネットのネットワークが ゲート

ウェイを介して接続される。ＮＧＮの中であれば帯域保証ということだと思

う。ＮＧＮに直接コンテンツプロバイダが接続する。 

相田委員：従来のボトルネックはユーザのアクセスラインだった。コンテンツ

プロバイダはいわゆるコンテンツデリバリーネットワークを考えなければな

らない。コンテンツプロバイダが一箇所のＰＯＩで一本の太い回線で地域Ｉ

Ｐ網とかＮＧＮにつながっているのではだめであり、あちこちでつなぐよう

にしないといけない。 

以上 


